
給実甲第１２７２号

令 和 ２ 年 ４ 月 １ 日

人 事 院 事 務 総 長

給実甲第３２６号の一部改正について（通知）

給実甲第３２６号（人事院規則９―８（初任給、昇格、昇給等の基準）の運用

について）の一部を下記のとおり改正したので、令和２年４月１日以降は、これ

によってください。

記

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改

正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

改 正 後 改 正 前

第３７条関係 第３７条関係

１～１１ （略） １～１１ （略）

１２ この条の第４項各号の「人 １２ この条の第４項各号の「人

事院の定める事由」は、次に掲 事院の定める事由」は、次に掲

げる事由とする。 げる事由とする。

⑴・⑵ （略） ⑴・⑵ （略）

⑶ 人事院規則１０―４（職員 ⑶ 人事院規則１０―４（職員

の保健及び安全保持）第２１ の保健及び安全保持）第２１



条の２第１項又は第２４条の 条の２第１項の規定による勤

３第１項の規定による勤務し 務しないことの承認

ないことの承認

⑷～ （略） ⑷～ （略）(25) (25)

１３～１８ （略） １３～１８ （略）

以 上


